
 技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成25年６月28日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第60号 

   技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 技能職員等の給与に関する規則（昭和32年岩手県規則第51号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

１～８ ［略］ １～８ ［略］ 

 ９ 平成25年７月から平成26年３月までの間における職員の給

料月額は、第４条及び第５条、改正給与規則附則第５項並び

に技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則（平

成22年岩手県規則第57号。以下「平成22年改正給与規則」と

いう。）附則第５項から第７項までの規定にかかわらず、こ

れらの規定に基づき定められる額から、当該額に100分の4.4

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、第６条に

規定する手当の額の算出の基礎となる額については第４条及

び第５条、改正給与規則附則第５項並びに平成22年改正給与

規則附則第５項から第７項までの規定に基づき定められる額

とし、第９条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給

料月額については第４条及び第５条（第９条第２項の規定に

よりその例によることとされる職員の退職手当に関する条例

附則第26項ただし書の規定が適用される職員にあっては、第

４条及び第５条、改正給与規則附則第５項並びに平成22年改

正給与規則附則第５項から第７項まで）の規定に基づき定め

られる額とする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。  

   附 則 

 この規則は、平成25年７月１日から施行する。 
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